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桐生市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 

桐生市議会委員会条例(昭和 42年桐生市条例第 23号)の一部を次のように改正す

る。 

第 2条第 2項の表総務委員会の項中「総合政策部」を「共創企画部」に改め、同

表教育民生委員会の項中「保健福祉部」の次に「、子どもすこやか部」を加える。 

附 則 

この条例は、令和 2年 4月 1日から施行する。 

 

  



議 案 説 明 

 

議第 2号議案 桐生市議会委員会条例の一部を改正する条例案 

 

 桐生市事務分掌条例の一部改正及び桐生市教育に関する事務の職務権限

の特例を定める条例の制定に伴い、所要の改正を行おうとするものです。 

 


